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平成２９年 度  事 業 報 告 書 
 

  平成２９年４月１日から  平成３０年３月３１日まで 
 
 
 
  

 
 特定非営利活動法人なんみんフォーラム  
１ 事業の成果 

 平成２９年の難民認定申請者数は、前年度に比べ８,７８２人増加して１９,６２９人を記録し、前
年度に引き続き、過去最多を更新した。一方、難民として認定された者の数は２０人と前年より８人
減少し、人道的配慮により在留を認められたものについても４５人と前年より４２人減少したため、
庇護数は合計６５人と前年度の１２５人のおよそ半数にとどまった。加えて、平成２７年に第５次出
入国管理基本計画や「難民認定制度の運用の見直しの概要について」が発表されて以降、平成２８年
秋より運用の厳格化が水面下で進んできたが、平成３０年1月に法務省から正式に運用の変更が発
表された。振り分け制度が導入された他、複数回申請者など、在留・就労制限の対象となり生活困
窮に陥る難民申請者が増えることなどが懸念されている。一方で、外務省が所管する困窮する難民
申請者のための保護費については、予算は減少傾向にある。また、平成２２年４月１日の通達によ
り対象者が絞られており、原則として１回目難民認定申請の不認定処分等について裁判所において
取り消し訴訟（第一審）を行っていない複数回申請者は対象外となっている。しかしながら、平成
２２年から平成２８年の間に難民認定された者のうち約１５％が、人道配慮による在留特別許可を
受けた人のうち約３０％が、複数回の難民認定申請を行っていたことがわかっている。加えて、保
護費支給世帯においても、基準額の設定や収入認定などの影響を受け、自立から遠のき、貧困から
抜け出せない状況が見受けられ、それは庇護を受けたあとの定住生活にも影響を与えている。 
 第三国定住事業では、マレーシア国内に一時滞在していたミャンマー難民８家族２９名が来日
し、東京都内の定住支援施設における約半年間の定住支援プログラムを経て、広島県呉市と神奈川
県藤沢市に受け入れられた。また、前年度に政府より発表された、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の技
術協力制度や文部科学省の国費外国人留学制度枠を活用したシリア人留学生５カ年１５０人の受け入
れについては、家族の同伴も認められることなり、実際の受け入れが開始されている。 
 国際的には、平成２８年に採択された、移民と難民に関する「ニューヨーク宣言」に基づき、国連
難民高等弁務官事務所（以下、ＵＮＨＣＲ）のリードの元に、「難民に関するグローバル・コンパクト
（以下、ＧＣＲ）」の平成３０年以内の採択に向け、２月に各国政府との公式協議が開始されている。
今後、ＧＣＲがどのよう内容で確定されるのか、採択後に各国の取り組みにどこまで影響するものと
なるのかが注目されている。 
 ＦＲＪは、こうした国内外の状況を鑑みながら、平成２９年度も活動を行った。既存の活動の継続
に加え、管理運営体制の強化に取り組みながら、支援団体向けのセミナーの実施や、全国難民支援報
告書の作成、脆弱な難民申請者の支援など、新たな活動にも取り組んだ。その役割は、会員団体が行
う難民への支援事業をサポートし、また、会員の意見を集約して政府との対話、対外的な発信などを
行い、その一環として、独自の事業を実施することにある。主な活動は以下の通りである。 
 
（1）「収容の代替措置」プロジェクトとアドボカシーの実施 
  ＦＲＪは、法務省および日本弁護士連合会（以下、日弁連）と、空港港において何らかの理由に
より通常の上陸許可が得られない庇護希望者を対象に、収容を回避する取り組みを行っている。対象
となったケースへは日弁連が弁護人を手配し、ＦＲＪが住居の提供及びケースワークを実施してい
る。平成２９年度は、プロジェクト対象者の継続支援に加え、新たに２世帯９名の庇護希望者が対象
となった。プロジェクトの実施状況については法務省及び日本弁護士連合会との三者協議会に報告され
た。 
 
（2）脆弱な難民申請者への支援 
 平性成２８年３月に、法務省によって「親を伴わない年少者等に対してインタビューを行う際の立会いの試
行」が開始されたことを受け、相談窓口として相談を受け付けるとともに、助成金を獲得し、脆弱性を
もつ難民申請者へのＮＧＯや代理人による個別支援のパックアップ体制を整えた。 
 
（3）三者協議会の実施 

 平成２４年の法務省入国管理局・日弁連との覚書締結に基づき、難民問題に関する三者協議会を引き続き

開催し、協議を行った。平成２９年度中に開催された三者協議会は３回であった。 
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（4）難民申請者のための緊急シェルターの運営 
  住居を必要とする難民申請者のための緊急シェルターの運営を行った。２カ国９名に対し、延
べおよそ１２ヶ月間の住居の提供を行った。 

 
（5） 保護費に関する意見交換  
 前年度に引き続き、難民申請者への支援に関して外務省および難民事業本部（ＲＨＱ）と意見
交換を行ったほか、外務省を招いて、生活保護制度に関する勉強会を行い、制度設計や実務違い
などについて意見交換を行った。６月には、保護費支給対象枠や収入認定する対象に関して、外
務大臣へ保護費に関する提案書を提出した。 
 
（6）難民支援者全国会議の実施 
 １０月に、難民と教育をテーマに、難民支援者全国会議を開催した。難民支援に関わるＮＧ
Ｏ、宗教ベースの支援団体、教育機関の関係者、研究者、実務家、学生などの２９団体４２名、
及びなんみんフォーラム事務局スタッフ３名の合計４５名が全国から参加し、全国的なネットワ
ークの深化と難民支援の強化につながった。 
 
（7） 全国難民支援活動報告書の作成   
 難民民保護に関する国内外の動向や全国の支援活動についてとりまとめた全国難民支援報告書
を作成し、ハードコピーについては支援関係者等へ配布したほか、より広く情報発信できるよう
ウェブサイトにも公表した。   

 
（8）支援者セミナーの開催   
 東京で２回、大阪で１回ずつ、支援団体向けのセミナーを行った。東京では、第１回支援者セ
ミナーでは難民不認定処分の不服申し立て手続きに新しく適用されるようになった審査請求制度
を、第２回支援者セミナーでは、外国人医療について、それぞれ専門家・実務家を講師に招い
た。大阪のセミナーでは、平成２７年９月以降の難民認定手続きの運用について、関西・関東そ
れぞれの状況について共有をはかった。計３回のセミナーには、難民支援団体スタッフやボラン
ティア、メディア関係者など、合わせて６１名が参加した。 
 
（9）一般に向けたイベント等の開催 
 前年度に引き続き、世界難民の日にあたり、６月に入退場自由のイベント「なんみんフォーラムオー
プンデー２０１７」を開催し、ＦＲＪと会員団体が難民の現状や支援現場の様子を伝えた。難民当事者
を含むおよそ７３名が来場し、難民支援の輪を広げ、市民一人一人が様々な形で難民支援に携わる基
盤づくりに取り組んだ。 

 
 
（10）「難民申請者のための無料歯科検診」における実施体制強化 
 鶴見大学が実施する「難民申請者のための無料歯科検診」へ引き続き全面的に協力し、９月に
は鶴見大学で関係者会合を開催した。また、受診者が最寄り駅から病院に通うためのガイドを作
成し、関係団体に配布した。 
 
 
（11）国際社会との連携  
 ６月に、ＦＲＪ会員団体がスイス・ジュネーブで開催されたＵＮＨＣＲ主催の国際会合ＮＧＯ
コンサルテーションおよび第三国定住に関するＵＮＣＲ・政府・ＮＧＯによる三者協議会に参加
した。ＦＲＪは、ＡＴＣＲへのＮＧＯ日本代表の選出については調整役を担ったほか、代表者帰
国後は参加報告会を開催し、国際的な動向や日本への他国からの評価などについて、他の難民支
援関係者への情報共有をはかった。１０月には、アジア太平洋難民の権利ネットワーク（ＡＰＲ
ＲＮ）の東アジアワーキングループのコンサルテーションへＦＲＪ事務局が参加し、日本の取り
組みについて発表を行い、引き続き海外との連携・協力体制を強化した。 

 
（12）運営体制の強化  
 新たに特定非営利活動法人アフリカ日本協議会と、特定非営利活動法人ＷＥＬｇｅｅが 
がＦＲＪに加盟し、会員団体は全国１８団体に増えた。財務面では、いくつかの助成金を獲得して
基盤が拡充した。大口寄付がなかったことで、寄付総額は前年度より減少したが、新たに継続寄付
制度として「ＦＲＪサポーター」制度を設けた。来年度にかけて、単発寄付と継続寄付の両方で
支援者を増やしていく予定である。組織運営については、三者協議について、これまで理事や事
務局のみが参加していたが、新たにＦＲＪ内部に「三者協議委員会」を設置し、委員会への所属
を三者協議出席者の条件とした。これにより、役員の就任・退任に左右されず、専門性をもった
人材が継続して三者協議の場に参加できるようになり、本委員会で本協議での議題の取り扱いや
ＦＲＪとしての意見のとりまとめに取り組むことができるようになった。 
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（13） その他  
 １１月に、難民保護と人道支援に従事する団体が参加するネットワーク「日本ＵＮＨＣＲ・Ｎ
ＧＯ評議会（Ｊ-ＦＵＮ）」へ加盟し、国外で活動するＮＧＯとの協働にも取り組みを開始した。
また、１月には、ラッシュ・ジャパン新宿駅前店でのチャリティ企画を行なった。 
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２ 事業の実施に関する事項 
 
（１） 特定非営利活動に係る事業 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

事業費の 

金額 
（千円） 

「個々の庇護
希望者及び難
民への支援を
行うNGOに対
する情報提供
等による支援
事業」（定款5
条（1）に掲
げる活動） 
 

① ＮＧＯに対する情報

提供等の支援事業

（定期的に開催され

る理事会、運営委員 

会、全国難民支援者

交流会議、その他の

会議体、およびメー

リングリストを通じ

て、難民の状況、政

府や他団体との対話

等に関する情報の共

有を行った。運営委

員会は全４回、理事

会は全６回開催し

た。また、１０月と

難民支援者全国会議

を開催した。また、

１１月、２月に東京

で、１２月に大阪で

支援団体向けのセミ

ナーを行った。） 
 

平成２９
年４月１
日～平成
３０年３
月３１日 

全国 ＦＲＪ 
会員 

１８団体 

在日難民およ
び難民申請者 

１２８０
千円 

「個々の庇護
希 望 者 及 び
難 民 及 び 関
係者への情報
提供、法的お
よび生活上の
相談提供等に
よ る 支 援 事
業」（定款5条
（2）に掲げる
活動） 

① ＦＲＪ会員団体を通

じて実施される直接

支援（各団体は、難

民および難民申請者

からの生活相談、法

律相談に対応し、教

育支援、住居提供、

収容所訪問などのサ

ー ビ ス 提 供 を 行 っ

た。必要に応じて会

員団体間で連携・協

力し、サービスの適

正化、迅速化を図っ

た。） 
② 収容代替措置プロジ

ェクト（法務省・日弁

連との覚書きに基づ

く収容代替措置プロ

ジェクトでは、空港に

到着した難民申請者

の収容を回避するた

め、法務省から連絡

のあったケースへ収

容代替措置の提供を

実施した。） 

平成２９
年４月１
日～平成
３０年３
月３１日 

全国 
 

ＦＲＪ 
会員 

１８団体 

在日難民およ
び難民申請者 

１９１０
千円 
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③ 難民申請者のための

緊急シェルターの運

営（住居支援を必要

とする難民申請者へ

緊急シェルターを提

供した） 
④ 脆弱性のある難民申

請者の支援（平成２８

年３月に、法務省に

よって「親を伴わない

年少者等に対してイ

ンタビューを行う際の

立会いの試行」が開

始されたことを受け、

相談窓口として相

談を受け付けると

ともに、対象となりう

るケースに関して可

能な範囲で加盟団体

と情報共有を行った） 
⑤ 無料歯科治療事業

（鶴見大学が実施す

る「難民申請者のた

めの無料歯科検診」

へ引き続き全面的に

協力し、９月には鶴

見大学で関係者会合

を開催した。また、

受診者のための共通

の案内書を作成し

た。） 
 

「庇護希望者
及 び 難 民 支
援に関する関
係機関との情
報 交 換 、 協
議、難民保護
に対する調査
研究等を通じ
た協働事業」
（定款5条（4）
に 掲 げ る 活
動） 

① 法務省および日本弁

護士連合会との三者

協議会、外務省との

意見交換会（法務省

入国管理局・日弁連

との覚書締結に基づ

く三者協議会を開催

した。また、難民申請

者の生活支援につい

て、外務省と意見交

換会や勉強会などを

行った。） 
② 外務大臣への保護

費に関する提案書の

提出（６月に、外務大

臣に対し、保護費に

関する提案書を提出

した。） 
③ 関係団体とのネットワ

ー ク強化 （ ６月に

は、スイス・ジュネ

ーブで開催された難

平成２９
年４月１
日～平成
３０年３
月３１日 

国内外 ＦＲＪ 
会員 

１８団体 

在日難民およ
び難民申請者 

８９６千
円 
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民の第三国定住に関

する三者協議（ＡＴ

ＣＲ）へのＮＧＯ代

表の選出について調

整を行った。１０月

には、アジア太平洋

難民の権利ネットワ

ーク（ＡＰＲＲＮ）

の東アジアワーキン

グループのコンサル

テーションへＦＲＪ

事務局が参加し、海

外との連携・協力体

制を引き続き強化し

た。また、１１月に

は、難民保護と人道

支援に従事する団体

が参加するネットワ

ーク「日本ＵＮＨＣ

Ｒ・ＮＧＯ評議会

（Ｊ-ＦＵＮ）」へ加

盟し、国外で活動す

るＮＧＯとの協働に

も取り組みを開始し

た。 
 

「難民問題に
関するホーム
ページ、機関
紙の発行、講
演 会 、 報 告
会、イベント等
に よ る普及 ・
啓 発 事 業 」
（定款5条（5）
に 掲 げ る 活
動） 

① イベントの開催（世

界難民の日にあた

り、６月に入退場自

由のイベントを開催

し、難 民 の現 状 や

支援活動の様子を

伝えた。また、１月

にはラッシュ・ジ

ャパン新宿駅前店

でのチャリティ企

画を行なった。） 
② ニュースレターの発

行とオンラインでの

情報発信（年に 2
回ニュースレターを

発行し、ウェブサイト

お よ び Facebook
ページでの情報発

信を行った。） 
 

平成２９
年４月１
日～平成
３０年３
月３１日 

国内外 ＦＲＪ 
会員 

１８団体 

難民および難
民申請者 

７７３千
円 

 
（２） その他の事業 
 

事業名 事 業 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

事業費の 
金額 

（千円） 
      

 

 


